
900MHz 帯ＭＣＡ無線の 

周波数が変わります。 

 

※１ 現在ご使用のＭＣＡ無線機の周波数帯については、お手元にある無線局免許状の「電波の型式、周波数及

び空中線電力」の欄に記載されている周波数記号から判断することができます。「ＡＢＨ」又「ＤＢＨ」と記

載がある場合には 900MHz帯、「ＤＡＬ」と記載がある場合には 1.5GHz 帯です。ご不明な場合は、ご利用の販

売代理店又はご契約の㈶移動無線センター又は㈶日本移動通信システム協会にお問い合わせください。 

※２ 実際に現在のＭＣＡ無線が使用できなくなるのは、㈶移動無線センター又は㈶日本移動通信システム協会

が、携帯電話事業者（認定開設者）との合意に基づき、平成 30 年３月 31 日以前に、現行の周波数のＭＣＡ

サービスを終了する時期となります。 

※３ 新たな周波数に対応するエリアについては、ご契約の㈶移動無線センター又は㈶日本移動通信システム協

会にお問い合わせください。 

※４ 平成 24 年１月 17 日現在、認定申請の受付中であり、申請期間終了（平成 24 年１月 27 日まで）後、審査

を経て携帯電話事業者（認定開設者）が選ばれる予定です。 

 

【周波数移行の概要】 

ひっ迫する携帯電話用の周波数確保のため、905～915MHz を使用するＭＣＡ無線（デジタル／アナログ）は平

成 30 年３月 31 日までに 930～940MHz に移行することとなりました。現在ご使用のＭＣＡ無線機は新しい周波

数（930～940MHz）に対応していないため、引き続きＭＣＡ無線をご利用の場合はＭＣＡ無線機の取替えが必要

になります。 
 

 

※RFID：”Radio Frequency Identification”の略で、いわゆる電子タグを利用した認証システムのこと。 
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【周波数移行のイメージ図】
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○ 現在ご使用の 900MHz 帯ＭＣＡ無線（デジタル／アナログ）※１の周波数は遅くとも平成 30 年４

月１日以降、使用できなくなります。※２ 

○ 引き続き900MHz帯ＭＣＡ無線をお使いになる場合※３、新たな周波数に対応した無線機への取

替えが必要になります。 

○ 上記期限までに周波数移行に伴い無線機を取り替える費用は、ＭＣＡ無線が使用していた周波

数を新たに使用する携帯電話事業者（認定開設者）※４が負担します。なお、具体的に必要とな

る費用の負担の範囲については、現行周波数（905～915MHz）のＭＣＡサービスの終了時期が

決定した後、ＭＣＡ無線が使用していた周波数を新たに使用する携帯電話事業者（認定開設

者）とＭＣＡ無線の利用者との間で協議し、決定していただくこととなります。 



【900MHz 帯ＭＣＡ周波数移行に関するＱ＆Ａ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ． ＭＣＡの周波数移行は、どのように進められていくのか？ 

Ａ． 携帯電話事業者（認定開設者）は、認定を受けてから１か月以内に移行手続きに関する問い合

わせ窓口を設置し、６か月以内に手続の概要や実施手順についてＭＣＡ無線の利用者に通知する

こととなっております。また、携帯電話事業者（認定開設者）は、ＭＣＡ無線の利用者から協議の申

し入れがあった場合には遅滞なく当該協議を開始することとなっております。（スケジュールの詳細

は【900MHz 帯ＭＣＡ周波数移行スケジュール（予定）】を参照してください。） 

Ｑ． 協議・移行手続は携帯電話事業者（認定開設者）と直接行うことになるのか？ 

Ａ． 携帯電話事業者（認定開設者）は認定を受けてから６カ月以内に実施手順について皆様に通知

することになっておりますが、それに先立ち、㈶移動無線センター又は㈶日本移動通信システム協

会とその実施手順について協議を行うこととされております。その際、ＭＣＡ無線の利用者が行う

協議・移行手続の手順等についても協議されるものと思われます。 

Ｑ． 携帯電話事業者（認定開設者）はＭＣＡ無線機の取替費用をどこまで負担するのか？ 

Ａ． 携帯電話事業者（認定開設者）が負担する対象は、周波数移行に必要な①無線設備及び附属

設備の取得費用、②取替工事費用、③ソフトウェア改修費用です。具体的な費用負担の内容につ

いては、ＭＣＡ無線の利用者が携帯電話事業者（認定開設者）と協議を行い、合意することとなり

ます。 

Ｑ． 1.5GHz 帯ＭＣＡ無線機の取替費用は携帯電話事業者（認定開設者）に負担してもらえないの

か？ 

Ａ． 1.5GHz 帯ＭＣＡ無線機の取替費用は負担の対象ではありません。 

Ｑ． 現在使用しているＭＣＡ無線機を使用し続けるとどうなるのか？ 

Ａ． 現在、ご使用のＭＣＡ無線機が使用している 905～915MHz は平成 30 年３月 31 日までＭＣＡ

に割り当てられております。ただし、使用期限にかかわらず、周波数移行等により制御局の運用が

停止されると利用ができなくなります。 



【900MHz 帯ＭＣＡ周波数移行スケジュール（予定）】 

 

 

【制度に関するお問い合わせ先】 

以下の総合通信局等にお問い合わせください。 

北海道総合通信局無線通信部陸上課 ℡０１１－７０９－２３１１（内線４６５６） 

東北総合通信局無線通信部陸上課 ℡０２２―２２１－０６８６ 

関東総合通信局無線通信部陸上第２課 ℡０３―６２３８－１７７５ 

信越総合通信局無線通信部陸上課 ℡０２６－２３４－９９７８ 

北陸総合通信局無線通信部陸上課 ℡０７６－２３３－４４８２ 

東海総合通信局無線通便部陸上課 ℡０５２－９７１－９６２３ 

近畿総合通信局無線通信部陸上第 3 課 ℡０６―６９４２－８５６１ 

中国総合通信局無線通信部陸上課 ℡０８２―２２２－３３６７ 

四国総合通信局無線通信部陸上課 ℡０８９－９３６－５０６６ 

九州総合通信局無線通信部陸上課 ℡０９６－３２６－７８５９ 

沖縄総合通信事務所無線通信課 ℡０９８―８６５－２３０６ 

 

【ＭＣＡサービス全般に関するお問い合わせ先】 

ご利用の販売代理店若しくはご契約の㈶移動無線センター又は㈶日本移動通信システム

協会にお問い合わせください。 

 

配布用（ＰＤＦファイル・ダウンロード配布可能） 

省令・告示
施行

認定開設者
決定

2011（H23）
12.14

2012（H24）
7.25

2012（H24）
12.31

2014（H26）
3.31

2018（H30）
3.31

終了
促進
措置

新900MHz

旧900MHz

終了促進措置の実施／免許人等との随時協議

既設局の運用＆
1.5GHz帯からの移行のみ

認定開設者窓口設置（認定から１か月以内に開設）

認定開設者と制御局免許人との協議（６か月以内）

認定開設者が対象免許人に
周波数移行の概要・手順を周知開始（６か月以内）

既設局の運用のみ

インフラ・端末の供給体制が整い次第開設可

新900MHz帯
割当開始

旧900MHz帯
原則新免停止

1.5GHz帯
使用期限

旧900MHz帯
使用期限

新900MHz帯
技術基準整備

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ref/portal/short_ver.pdf

